
令和７年 １２ 月
事 業 主 殿

（一社）茨城労働基準協会連合会
（一社）鹿 島 労 働 基 準 協 会

安全管理者選任時研修のご案内について
（労働安全衛生規則第５条第１号の研修）

労働安全衛生規則第 5 条が改正され、平成 18 年 10 月1日以降は、労働安全コンサルタ
ント及び平成 18 年 10 月1日施行日までに安全管理者として経験年数が 2 年以上である者
を除き、安全管理者の選任要件として、学歴と実務経験に加え「安全管理者選任時研修」
を修了している事が必要となりました。

また、所轄労働基準監督署長に「安全管理者選任報告」を行う場合、本研修を修了した
ことを証する書面又は写しを添付することが義務付けられました。

つきましては、標記研修を下記により開催いたしますので、受講くださるようご案内
申し上げます。なお、受講者には「修了証」を交付いたします。

記

１．日	 時

２．講 習 会 場

３．受 講 料

令和8年　2月	24日（火）	午前9時〜午後4時40分
令和8年　2月	25日（水）	午前9時〜午後4時00分

高正U&Iセンターホール（鹿嶋勤労文化会館）２階研修室
（鹿嶋市宮中３２５−1）

１名につき 会員 14,300円　非会員 15,400円（税込）

（一社）鹿島労働基準協会
〒314−0031　茨城県鹿嶋市宮中１９９５−５７　TEL ０２９９−８３−８４４０

〈会 員事 業 場〉 受講料及びテキスト代を銀行振込希望の場合は、協会発行の   
                     請求書到着後に指定口座へ振込んでください。

〈非会員事業場〉 現金書留にてお願いします。
※返信用封筒の同封をお願いします。

時　　　間 範　　　囲

2/24

安全管理者選任時研修カリキュラム
科　　　目

8：40〜 受　　付
安全管理	 9：00〜

　　　12：10
〔休憩 10：30〜10：40〕

・	企業経営と安全
・	安全管理者の役割と職務
・	総合的安全衛生管理の進め方
・	安全活動
・	労働災害の原因の調査と再発
	 防止対策

修了試験

講評・質疑応答
修了証交付

14：10〜
　　　14：50

15：00〜
　　　16：00

危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置等

・	危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置

・	労働安全衛生マネジメントシステム
・	リスクアセスメント

2/25

13：00〜
　　　16：40

〔休憩 14：50〜15：00〕

〔休憩 12：10〜13：00〕 昼休み

・	安全教育の実施計画の作成
・	安全教育の方法
・	作業標準の作成と周知

安全教育	 9：00〜
　　　11：30

〔休憩 10：00〜10：10〕
〔休憩 11：30〜11：40〕

・	労働安全関係法令（労働者派遣
事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備
に関する法律（昭和60年法律第
88号。以下「労働者派遣法」とい
う。）の関係条文を含む。）

関係法令11：40〜
　　　12：10

〔休憩 14：00〜14：10〕

〔休憩 12：10〜13：00〕 昼休み
13：00〜
　　　14：00

〔休憩 14：50〜15：00〕

関係法令

６．申 込 日

７．申 込 先

〈窓口持参の場合〉 2月5日（木）〜6日（金）9：00〜12：00、13：00〜16：00
〈郵 送 の 場 合〉 2月6日（金）まで

安全管理者選任時研修テキスト　1,760円（税込）　

1月15日（木）から、10：00〜17：00の間に電話による予約受付をいたします。
☎ 0299−83−8440　（但し定員に達し次第締め切ります。）
電話にて予約後、別紙申込書に必要事項を記入の上、受講料及びテキスト
代を添えて申込期限までにお申し込みください。

４．テキスト代

５．申 込 方 法

60 名
※ 1 事業所の申込み人員は最大 5 名とさせていただきますので、ご理解・ご了承を
   お願いいたします。

受講申込期限後に、 申込を取り消されても、 受講料はお返しいたしません
のでご承知ください。

８．定	 員

９．そ の 他


